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   本計画に係る根拠法 
 

障害者総合支援法（抜粋） ※障害福祉計画根拠 

〇法第 87条第 1項(基本指針) 

 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立

支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとす

る。 

〇法第 88条第 1項(市町村障害福祉計画) 

 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画

(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 

 

児童福祉法（抜粋）    ※障害児福祉計画根拠 

〇法第 33条の 19第 1項 

 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第 33条の 22第 1項及

び第 2項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基

本的な指針(以下この条、次条第 1項及び第 33条の 22第 1項において「基本指針」という。)を定めるものとする。 

 

〇法第 33条の 20第 1項 

 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談

支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 

 

〇法第 33条の 20第 6項 

 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条第１項に規定する市町村

障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 
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   策定委員会の開催に係る根拠 
 

基本指針（抜粋） 

 

第三 計画の作成に関する事項 
  一 計画の作成に関する基本的事項 
   ２ 計画の作成のための体制の整備 

   （1）作成委員会の開催 

障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービスを利用する障害者

等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが

必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画等作成委員会（以下「作

成委員会」という。）等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第

八十八条第九項及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第

六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされている

ことから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十八条第十項及び第八十九条

第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法

（昭和四十五年法律第八十四号）第三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、そ

の意見を聴かなければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 
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本計画の位置づけ （障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の関係） 
 

本計画の位置づけは、以下のとおりです。 

今回策定の第六期障害福祉計画・第二期障害児福祉計画は、②障害福祉計画、③障害児福祉計画にあたります。 

 

 ①障害者計画 ②障害福祉計画 ③障害児福祉計画 

根拠法 障害者基本法 第 11条３項 障害者総合支援法 第 88条 児童福祉法 第 33条の 20 

計画期間 中長期 ３年間 ３年間 

計画内容 

障害者のための施策に関する基本

的事項を定める 

障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業の必要量の見込

み及び提供体制の確保に関して定

める 

障害児通所支援・相談支援の必要量

の見込み及び提供体制の確保などに

関して定める 

  

北本市計画の期間 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

①第三次北本市障害者福祉計画 
「支えあい、ともに暮らしあうまち 北本」の実現 

  ②第五期障害福祉計画 
③第一期障害児福祉計画 

②第六期障害福祉計画 
③第二期障害児福祉計画 

②第七期障害福祉計画 
③第三期障害児福祉計画 

① 障害者計画にあたります。 

 

②障害福祉計画、③障害児福祉計画にあたります。 

 

本計画 
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     R2.1.17 社会保障審議会障害者部会（第 98回）資料より抜粋 
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R2.1.17 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 98回）参考資料より抜粋 
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R2.1.17 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会（第 98回）参考資料より抜粋 


